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第 2回三郷市景観協議会における『三郷市景観計画骨子素案』に対す

る指摘事項と対応事項の要約 
整理 
番号 

指摘事項 対応事項 

『重点地区協議会の設立要

件』について 

①重点地区景観協議会が設立
されていないと重点地区の
指定ができないのか、今後、
重点地区協議会の設立要件
を明確にする必要がある。 

 

【説明資料 1 P-7】 

①-1 重点地区景観協議会の設立は、重点地区の設定後も可能としてお
り、1．「景観形成の推進体制」の囲い込みの中に、注釈で次のよ
うに記述しております。 

『※重点地区景観協議会は、重点地区が設定されるまでに設立される
ことを基本としますが、その後において設立される場合もありま
す。』 
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【参考資料 1 P-1】 

①-2 別紙参考資料 1の P-1 に「重点地区景観協議会の設立の方針、構成員等」を記述しておりま
す。 

『推進体制の取り組み図の

表現』について 

②推進体制の取り組み図の

“景観アドバイザー”と“景

観担当係”との関係が分か

りづらいので矢印の関係を

整理する必要がある。 
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【説明資料 1 P-7】 

②推進体制の取り組み図で“景観アドバイザー”と“景観担当係”と
の矢印関係を“要請、助言”と“諮問、答申”で分けて表記しまし
た。 

 

別紙２  

▼前回の資料 ▼今回の資料 
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整理 
番号 

指摘事項 対応事項 

『公共施設管理者の定義

付け』 について 

③重点地区景観協議会構
成員の公共施設管理者
の定義付けを明確にす
る必要がある。 
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【説明資料 1 P-7】 

③別紙説明資料 1の P-7 重点地区景観協議会の構成員の中で、公共施設管
理者の後にカッコ書きで 

・道路、河川、都市公園、公共建築等の定義を明記しました。 
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『届出等の手続きと協議

会における協議実施時

期』について 

④手続きについては、協

議会の設立の有無にお

ける手続きの流れを分

かりやすく整理する必

要がある。 

【説明資料 1 P-8】 

④別紙説明資料 1の P-8 

（1）届出等の手続きの概要
の 

●図-A：「景観計画区域」ま
たは「重点地区で重点地
区景観協議会が設立され
ていない場合」の手続き 

●図-B：「重点地区で重点地
区協議会が設立されてい
る場合」の手続き 

以上の区分別手続きの概要
を新たに追加し、手続き
の流れを分かりやすくし
ました。 

▼追加ページ 
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整理 
番号 

指摘事項 対応事項 

『対象地区の設定表と対

象地区図』の改善 につ

いて 

⑤対象地区の設定では、ゾ

ーン・軸・拠点で、同じ

地区が重複して出てく

るので、表を見易く整理

する必要がある。 

また重点地区と駅景観

拠点との混同がないよ

う、「重点地区の拡大図」

が必要である。 

 

【説明資料 1 P-1】 

⑤-1「対象地区の設定」の表を見易く簡潔にまとめました。 
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 【参考資料 1 P-8】 

⑤-2 別紙参考資料１の P-8 に  重点地区の区域拡大図を示しました。 

 

該当基準 ゾーン・軸・ 
拠点・重点地区 

対象地区等 景観計画区

域基準 

重点地区基
準 

留意事項 

01 新三郷ららシティ地区 ◆※ ※重点地区と重複するため、重点地区基準が優先 

02 三郷中央地区 ◆※ 
※三郷中央地区の内、三郷中央駅地区（三郷中央地
区センターゾーン）の部分は重点地区基準が優先 

03 三郷インターＡ地区 

1）ときめき景
観ゾーン 

04 三郷インター南部地区 

● 
（各地区共通） 

  

2）まちなみ景
観ゾーン 

05 各地域（北部・早稲田、彦成・
中央、東和）のまちなみゾー
ン区域 

●   

3）ゆとり景観
ゾーン 

06 各地域のゆとりゾーン区
域 

●※  ※建築物等以外の「屋外における土石、廃棄物、
再生資源等の集積又は貯蔵」の記載が必要 

07 江戸川河川敷   4）みず・みど
り景観ゾー
ン 08 みさと公園・小合溜井 

● 

  

5）水辺景観軸 09 各地域の水辺景観軸区域  

6）道路景観軸 10 各地域の道路景観軸区域 
● 

 
 

11 新三郷駅景観拠点  

▼前回の資料 

▼今回の資料 

（４）重点地区（新三郷ららシティ地区、三郷中央駅地区）の区域拡大図 
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整理 
番号 

指摘事項 対応事項 

『重点地区の選定要件』

について 

⑥重点地区候補が 6地区
ある中で、2地区が重点
地区に選定されたとい
う選定理由の骨格を盛
り込む必要がある。 

また、重点地区は現在設
定している 2地区で決
定なのかどうかを示す
必要がある。 

そして、重点地区での規
制等は、住民に大きな負
担となるので「意味」、
「位置付け」、「選定方
針」を明確にする必要が
ある。 
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【説明資料 1 P-10～11】 

⑥-1 重点地区は景観計画区域のなかで、特に良好な景観の形成を図る
必要がある地区になります。そのため、景観形成基本計画で選定
されている重点地区候補の中で、景観形成に係わる独自の計画等
が策定されている、「新三郷ららシティ」、「三郷中央駅地区」を重
点地区として定めます。 

⑥-2 また 2地区以外にも、重点地区は今後において増えることがあり
ます。 

⑥-3 そして選定方針は、別紙説明資料 1の P-10（2）「重点地区」に 

“区域”と“選定理由” を記述しました。 

▲追加ページ 
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整理 
番号 

指摘事項 対応事項 

『届出対象行為の面積要

件』について 

⑪色彩を変更せずに塗装
だけ塗り替える対策と
して、“面積割合”だけ
ではなく“面積規模(下
限値)”でも規制する必
要がある。 

 

【説明資料 1 P-13】 

⑪景観計画区域と重点地区における 1)建築物の 

「外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更若
しくは更新」のニ．とホ．に面積割合だけでなく面積規模（下限値）
も記述しました。 
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【参考資料 1 P-4～6】 

⑪-2 別紙参考資料 1の P-4～6 に、面積規模(下限値)の算定根拠について記述しております。 

▼今回の資料 ▼前回の資料 


